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平成２９年度技術士第二次試験受験申込における受験資格要件の不備について 

 

平成２９年度技術士第二次試験において、受験申込書に記載された受験資格要件である法令で定めら

れた職務上の監督者の下での実務経験年数（従事期間）について、第一次試験合格前の業務経歴が含ま

れ実務経験年数が不足した状態で受験申込が行われた事案が発生しました。 

 

日本技術士会においては、受験申込書に記載された受験資格要件について確認審査を行っているとこ

ろですが、本事案については実務経験年数不足という受験申込の不備を確認することができず、当該受験

者はそのまま定められた手続きに従って、第二次試験を受験し、合格して、技術士の登録手続きがなされ

ました。なお、受験申込書の不備については、技術士登録がなされた後に判明しました。 

  

本事案については、文部科学省において法令に照らし対応が検討されましたが、当該受験者の受験

は、受験資格要件に関する当該受験者の誤解、所属企業及び日本技術士会による受験申込書類の確認ミ

スが重なって生じたものと認められることから、技術士法第９条に規定される合格決定の取消しの要件で

ある「不正の手段」による受験に該当するものではなく、合格を取り消さないことが適当と判断されました。 

 

 技術士は法に基づく国家資格であり、日本技術士会として本事案の発生を重く受け止め、早急に再発防

止策を講じ、適正かつ確実な試験の実施に万全を期すことと致します。 

受験者及び関係者各位におかれましては、受験申込に当たっては受験資格要件に関する記入要領及

び記載例の留意事項等を十分確認のうえ、適切な申請を行って頂きますようお願い申し上げます。 
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